






常勤の管理者を配置すること

管理者は通所の利用者数に対応した職員を
配置するとともに、その配置状況を適切に管
理すること

生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、
常勤の職員を配置すること



1日の勤務の半分以上は管理者の業務につくこ
と。

職種は２つまで

管理業務のみを行う場合は３以上も可能

同一敷地内にある事業所、施設等のみ可能

　「愛知県の指導方針」参照

（https://www.pref.aichi.jp/korei/kaigohok
en/course.pdf）



キャリアパス要件について「人事評価」などの
結果に基づき昇給する仕組みである場合に
は、客観的な評価基準や昇給条件を明文化
すること。





運動器機能向上加算を算定する場合には、おお
むね１月程度で達成可能な目標を短期目標とし
て設定し、その短期目標に対してモニタリングを
行い、進捗状況を評価し、必要に応じて計画の
修正を図ること。

口腔機能向上加算を算定する場合には漫然と
何年も同じ内容の訓練を繰り返すのではなく、適
時評価を行い、効果が現れない場合は個別に
計画の見直しを検討すること。


















